
一般競争入札の公告  

滋賀県立高等専門学校新築工事（第１工区）に係る工事請負契約について、次のとおり特定調達契約に係る一

般競争入札を行うので、公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規程（平成 18 年公立大学法人滋賀県立大

学規程第 54 号。以下「契約規程」という。）第４条の規定および、公立大学法人滋賀県立大学物品等または特定

役務の調達手続の特例を定める規程（平成 31 年公立大学法人滋賀県立大学規程第 169 号。）第６条および第７

条の規定により公告する。 

令和８年４月 27 日 

公立大学法人滋賀県立大学 理事長 井手 慎司 

１ 入札に付する事項等 

(1) 工事名 令和８年度第高専１号 滋賀県立高等専門学校新築工事（第１工区） 

(2) 工事場所 野洲市市三宅地内 

(3) 工事概要 校舎棟その他新築工事一式 

ア 校舎棟 鉄骨造 地上３階建て 10,911.64 平方メートル 

イ 屋外付帯工事 一式 

ウ 渡り廊下１ 一式 

エ 渡り廊下２ 一式 

オ 渡り廊下３ 一式 

カ 昇降機設備工事 一式 

(4) 工期 契約成立の日より５日以内の日から令和９年１２月２４日まで 

(5) 予定価格 落札決定した後に速やかに公表する。なお、不調の際には非公表とする。 

(6) この工事は、「（営繕工事版）週休２日取組促進型工事（完全週休２日(土日)Ⅰ型）」である。詳細について

は、入札説明書による。 

(7) この入札は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式による入札とする。詳細は、入

札説明書および特記仕様書による。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格  

入札参加を希望する者は、次に掲げる要件を全て満たす特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」とい

う。）であること。 

(1) 共同企業体としての要件 

ア 自主的に結成された共同企業体であること。 

イ 構成員は、２者または３者であること。 

ウ 経営の形態は、共同施工方式であること。 

エ １構成員の出資比率は、２者の場合は 40 パーセント以上、３者の場合は 25 パーセント以上であること。 

(2) 共同企業体の全ての構成員が満たすべき要件 

ア 契約規程第３条の規定に該当しない者であること。 

イ 入札参加者に必要な資格等 

滋賀県建設工事等入札参加有資格者名簿の登録業種「建築一式工事」に登載されている者または公

立大学法人滋賀県立大学特定調達契約競争入札参加資格審査申請の公示（令和８年４月２７日）に規定

する資格を有すると認められた者であること。 

ウ 建築工事業（建築一式工事）に係る特定建設業の許可を有する者であること。 

エ 客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者でないこ

と。 

（ア）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者 

（イ）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 

（ウ）破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者 

（エ）会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づく特別清算開始の申立てがなされている者 

（オ）銀行取引停止処分がなされている者 

オ 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者でないこと。 

（ア）役員等（競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役

員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から県または本法人との取引上の一切の権限を委任さ



れた代理人を含む。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められる者 

（イ）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

（ウ）役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

（エ）役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的また

は積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者 

（オ）役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

カ 共同企業体入札参加資格確認申請書（以下「ＪＶ申請書」という。）の提出期限の日から落札決定の日ま

での期間に滋賀県建設工事等入札参加停止基準に基づく入札参加停止を受けていないこと。 

キ この競争入札に関し、他の共同企業体の構成員でないこと。 

ク この工事に係る設計業務の受託者と資本または人事面において関連がある者でないこと。 

ケ 公告日以前３か月において、滋賀県発注の建築一式工事について評定点 60 点未満の成績評定通知を

受けた者でないこと。 

(3) 共同企業体の代表構成員が満たすべき要件 

ア 出資比率が他の構成員を上回っていること。 

イ 経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書（公告日において有効であり、かつ、最新のものに

限る。）における建築一式工事の総合評定値が 1,300 点以上であること。 

ウ 公告日の前日から起算して前 15 年以内の期間（以下「前 15 年間」という。）に国もしくは地方公共団体が

整備する公共建築物（住宅を除く。以下「公共建築物」という。）または学校（学校教育法（昭和二十二年法

律第二十六号）第一条の規定に定める学校に限る。以下「学校」という。）の新築、改築または増築で、主た

る構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造（ＰＣａ造を含む。）または鉄骨鉄筋コンクリート造（以下「鉄骨造等」と

いう。）で、１棟の階数が３以上および延べ面積（建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第２条第１

項第４号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。）が 3,000 平方メートル以上（複合建築物の場合は建物１

棟における延べ面積とし、改築、増築にあっては当該部分とする。）の工事（公告日の前日までに完成した

ものに限る。）を単体で、または共同企業体の代表構成員として元請契約し、施工した実績を有すること。 

エ 次に掲げる要件を満たす監理技術者を当該工事現場に専任で配置できること。 

（ア）一級建築士または一級建築施工管理技士の資格を有すること。 

（イ）監理技術者資格者証を有するとともに、監理技術者講習修了証の交付を受けていること。 

(4) 共同企業体の構成員（代表構成員を除く。）が満たすべき要件 

ア 経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書（公告日において有効であり、かつ、最新のもの

に限る。）における建築一式工事の総合評定値が 900 点以上であること。 

イ 前 15 年間に公共建築物または学校の新築、改築または増築で、鉄骨造等で延べ面積が 1,500 平方メ

ートル以上（複合建築物の場合は建物１棟における延べ面積とし、改築、増築にあっては当該部分とす

る。）の工事（公告日の前日までに完成したものに限る。）を単体で、または共同企業体の構成員（出資比

率が 20 パーセント以上の者に限る。）として元請契約し、施工した実績を有すること。 

ウ 一級建築士または一級建築施工管理技士の資格を有する主任技術者を当該工事現場に専任で配置で

きること。 

 

３ 入札参加資格確認申請について 

この入札に参加を希望する者は、次に示す書類一式を、目録を鑑にして５(3)に示す期日までに提出すること。

必要とする書類を期限までに提出しなかった者は、この入札に参加することができない。各書類の詳細は入札

説明書に記載のとおり。なお、入札参加者資格の審査は、開札後、落札候補者についてのみ行うが、審査の

結果、入札参加資格がないと認められる場合は、その者を無効とする。 

(1)目録 

(2)ＪＶ申請書（様式 1-1 号）、申請書付属資料（様式 1-2 号） 

(3)工事の施工実績を記載した書面（様式 2-1、2-2 号） 

(4)様式 2-1、2-2 号に記載した工事に関する工事実績情報システムの内容が確認できる資料 

(5)配置予定技術者を記載した書面（様式 3-1、3-2、3-3 号） 

(6)様式 3-2、3-3 号に記載した配置予定技術者の資格が確認できる書類 



(7)委任状〔本社または本店以外の場合〕（様式 5-1 号） 

(8)建設工事共同企業体協定書の原本(様式 6 号） 

(9)代表構成員および構成員ごとの誓約書（様式 7 号） 

(10)ＪＶ業者登録依頼票（様式 8 号） 

(11)代表構成員および構成員ごとの経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書の写し 

 

４ 落札者の決定方法 

有効な入札書を提出した者であって、設定された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みを

した者を落札者とする。なお、最低の価格をもって申込みをした者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札者

を決定する。 

 

５ 入札手続  

(1) 担当部局 公立大学法人滋賀県立大学 高専開設準備局 総務・施設整備課 〒522－8533 滋賀県彦

根市八坂町 2500 電話 0749-47-3006 

(2) 入札説明書等の交付 

ア 交付期間 令和８年４月２７日（月）から同年６月８日（月）まで（公立大学法人滋賀県立大学職員の勤務

時間、休日および休暇等に関する規程（平成１８年４月１日公立大学法人滋賀県立大学規程第 35 号）第７

条に規定する休日、土曜日および日曜日（以下「休日」という。）を除く。）の午前９時から午後４時まで（正

午から午後１時までを除く。） 

イ  交付方法 滋賀県立大学ウェブサイト内入札情報ページからダウンロードすること。 

  URL： https://www.usp.ac.jp/info2/812.html 

(3) 入札参加資格確認申請資料の提出 

ア 期間 令和８年４月２７日（月）から同年５月２８日（木）まで（休日を除く。）の午前９時から午後４時まで（正

午から午後１時までを除く。） 

イ 場所 ５(1)に示す部局 

ウ 方法 持参による。入札参加資格確認申請資料の受理後、「共同企業体入札参加資格申請受理通知書」

を発行する。なお、申請資料の審査は落札候補者についてのみ行うことから、この通知書は申請書の提出

を確認したことを示すものであり、申請資料の審査が完了したことを示すものではない。 

(4) 入札参加資格の確認  

ア 入札参加者に必要な資格に関する事項の審査は、開札後、 落札候補者についてのみ行う。 

イ 提出期限までに(3)に定めるところにより必要な書類を提出しない者は、この入札に参加できない。  

ウ 入札参加資格の審査の結果、入札参加資格がないと認められる場合は、その者を無効とする。 

(5) 入札および開札の日時等  

ア 日時 令和８年６月８日（月）午前 10 時  

イ 場所 滋賀県彦根市八坂町 2500 滋賀県立大学 A０棟３階 第２会議室 

ウ 入札書の提出方法 持参または郵送（書留郵便に限る。）とし、他の方法による提出は、受け付けない。  

エ 郵便入札の取扱い 郵便入札にあっては、「令和８年度第高専１号滋賀県立高等専門学校新築工事（第

１工区）入札書在中」と記載した封筒に封緘し、令和８年６月５日（金）午後４時までに公立大学法人滋賀県

立大学高専開設準備局総務・施設整備課（〒522－8533 滋賀県彦根市八坂町 2500）に必着のこと。  

オ 積算内訳書の提出  

（ア）入札書に記載される入札価格に対応した積算内訳書を入札書と同時に提出すること。なお、郵便入

札にあっては、入札書と同封し送付すること。  

（イ）積算内訳書の様式は、別に定める様式を使用すること。  

(6) 落札決定の予定日時 令和８年６月１１日（木）午前１０時  

 

６ その他  

(1) 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨  

(2) 入札保証金 

入札保証金は免除する。 

(3) 契約保証   



落札価格の 10 分の１以上を納付すること。ただし、落札価格の 10 分の１以上に相当する利付国債の提供

または保証事業会社もしくは金融機関の保証をもって納付に代えることができる。また、落札価格の 10 分

の１以上に相当する債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結し、または債

務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、契約保証金の納付を免除する。

また、請負人の債務不履行等により契約解除に至った場合（契約書(案)第 42 条の２および第 42 条の３）

の違約金については請負金額の 10 分の３とする。 

(4) 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 

ア 契約規程第 15 条の規定に該当する入札 

イ 入札参加資格確認申請資料または提出した資料等に虚偽の記載をした者のした入札 

ウ 入札説明書において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札 

(5) この工事に係る入札は、最低制限価格制度を適用する。 

(6) 契約の締結 

ア 落札者の決定後、この工事の契約が成立するまでの間において、落札者または落札者を構成する共同

企業体の構成員が、次に該当することとなった場合は、契約を締結しない。 

（ア）２(2)ア、ウ、エまたはオに掲げる要件を満たさないこととなった場合 

（イ）滋賀県建設工事等入札参加停止基準に基づく入札参加停止を受けた場合 

（ウ）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 28 条第３項または第５項の規定による営業停止の処分を受

けた場合 

イ  契約書作成の要否 要 

(7) 支払条件 

ア この工事は支払年度区分を設ける。 

イ 前金払の有無 有 

ウ 部分払の有無 有 

(8) この工事の令和 9 年度分に係る支払いは令和 9 年４月１日以降とする。 

なお、支払年度区分額の割合は次のとおりであるが、予算の都合により変更することがある。 

令和８年度 約 40 パーセント 令和 9 年度 約 60 パーセント 

(9) 詳細は、入札説明書による。  

 

７ Summary  

(1) Object of the contract : The construction of Shiga Prefectural technical college 

(2) Submission deadline for application forms and relevant documents to confirm eligibility : May, 28，

2026,at 4:00 p.m. Japan time  

(3) Opening of bids : June, 8，2026, at 10：00 a.m. Japan time (Bids submitted by mail must be received 

by ４：00 p.m. Japan time on June, 5，2026）  

(4) For further information, contact: Bureau for Technical College Establishment, The University of 

Shiga Prefecture , 2500 hassaka-cho, Hikone-shi, Shiga, 522－8533, Japan, TEL ＋81－749－47－

3006  

  


